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令和８年度保険料率及び平均標準報酬月額の決定について 

 

令和８年２月１９日に開催された健康保険組合 組合会において、令和８年度健

康保険料率が下記のとおり承認されましたので公告します。また、令和７年９月

３０日における平均標準報酬月額も併せて公告します。 

 

記 

 

１．令和８年度保険料率 

① 一般保険料率         91.000／1,000（令和７年度と同様） 

② 調整保険料率          1.300／1,000（※１．令和７年度と同様） 

③ 介護保険料率         20.000／1,000（令和７年度と同様）） 

④子ども・子育て支援金   2.300／1,000（※２．令和８年度より開始） 

 

※１．調整保険料率は、健康保険法施行令第６７条第３項の規定に基づき、

毎年見直しが実施されます。見直しにより保険料率の増減が発生します。 

※２．子ども・子育て支援金率は、子ども・子育て支援金制度に基づき、令

和１０年度までに段階的な引き上げを予定しております。 

 

● 一般保険料率の負担割合は、当健康保険組合規約の定めにより事業主が 

１００分の５５を負担し、被保険者は１００分の４５を負担とします。 

 

● 調整保険料率、介護保険料率および子ども・子育て支援金率の負担割合は、

当健康保険組合規約の定めにより、事業主と被保険者は１対１とします。 

 

２．平均標準報酬月額 

  健康保険法第４７条の規定により、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス健

康保険組合の令和７年９月３０日における全被保険者の平均標準報酬月額は、

５２３，０４８円（第３１等級 標準報酬月額５３０，０００円）であります。 

   ※２．令和７年度の平均標準報酬月額は、５０６，１７９円（第３０等級 標

準報酬月額５００，０００円）であります。 

 

３． 適用開始日：令和８年３月１日 

     ※子ども・子育て支援金のみ令和８年４月１日 

以上 


